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補足説明資料の内容

2

１．作成目的
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４．構成意図

５．対象

６．活用先



１．作成目的

そこで
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◼ 我が国の国民生活や経済活動は様々なインフラによって支えられている。こ
れらのうち、他に代替することが著しく困難なサービスを提供する事業が形
成する国民生活及び経済活動の基盤であって、その機能が停止し、又は低下
した場合に国民生活又は経済活動に多大な影響を及ぼすおそれが生ずるもの
を重要インフラと位置づけ、この重要インフラに用いられる蓄電池システム
は、非常時･災害時においても二次被害を引き起こさないだけでなく、機能
を維持できるなど、より一層の高い安全性を有する製品とする必要がある。

◼ しかし、蓄電池システムの事故が国内外で発生しているだけではなく、非常
時･災害時に事故に至るおそれのある蓄電池システムが市場に流通している
ことも確認されている（Ｐ８参照）。

◼ 加えて、重要インフラ用蓄電池システムを調達する地方公共団体等に知見が
なく、調達の仕様書に電池種・容量を指定するだけというケースも散見され
る。
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重要インフラ用蓄電池システムの具体的な要件やその評価手法を新たに整備し、
ガイドライン化することで、地方自治体等がより安全で信頼できる製品を選定で
きるようにするため、以下２つのワーキンググループ（WG）を設置して検討を
進めている。

（１）公共調達・重要インフラ向け蓄電池システムの安全ガイドライン
検討ワーキンググループ（略称：ガイドライン検討WG）

（２）公共調達・重要インフラ向け蓄電池システムの安全ガイドラインに関する
試験手法開発ワーキンググループ（略称：試験手法開発WG）

◼ 蓄電池システムを利用して重要インフラを運営する行政機関等のユーザー目線で非常
時、災害時等を想定して、どのような要件が必要か、（１）においてご意見をいただ
き、作成。

◼ 費用と安全性能の関係が可視化可能。

◼ 本ガイドラインの要件をユーザーが蓄電池システムの調達時に任意に選択できるよう
に構成。

本ガイドラインの特徴
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１．作成目的
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日本 横浜市立小学校における蓄電池からの発火事故

概要
2023年12月20日、横浜市立釜利谷南小学校に設置された太陽光発電設備
併設の蓄電池から発火

システム情報
太陽光発電設備併設の25kWh程度の蓄電池。導入時安全に関する一般的な
記載のみで、電池及びシステムに関する特別な配慮事項の記載はなかった。

事故時の
状況・被害

【事故時の状況】
太陽光発電併設の蓄電池から発火。

【人的被害】なし。
【物的被害】蓄電池が焼けたが、延焼はなし。

日本 鹿児島県伊佐市における発電所蓄電池設備爆発・火災事故

概要
2024年3月27日、(株)ハヤシエネルギーソーラシステムズが設置した太陽光発電
所併設の蓄電池にて火災発生

システム情報 発電所の出力1,000kWh、蓄電池容量は7,000kWh相当

事故時の
状況・被害

【事故時の状況】

蓄電池設備から白煙が上がり消防に通報。その後、爆発・火災発生。ガス噴出が
起こり筐体内部に滞留して、何らかの火だねで爆発が起こり、その後火災に移行し
たと考えられる。

【人的被害】消防隊員4名が負傷。

【物的被害】爆発により、建屋の一部が飛散し、太陽光発電パネル5枚を破損。

２．背景（最近の国内外の事故事例１／２）
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韓国 政府データセンターでの火災

概要 2025年9月26日、韓国の国家情報資源管理院にて火災が発生

システム情報 無停電電源装置（UPS）用リチウムイオンバッテリー

事故時の
状況・被害

【事故時の状況】
リチウムイオン電池の移設作業中に火災が発生。2025年6月の点検では異常がなかっ
た。
【人的被害】１名軽傷
【物損被害】サーバー機器740台とバッテリー384台が焼失し、住⺠登録証の再発行や

郵便、⾦融、医療、不動産、教育関連など、日常生活に直結するサービスが広範囲に
停⽌

日本 糸島市のコミュニティセンターでの火災

概要 2025年7月29日、糸島市の加布里コミュニティセンターにて火災が発生

システム情報
充電していたリチウムイオン電池の災害用電源
充電式ポータブル蓄電池（3000Wh）

事故時の
状況・被害

【事故時の状況】

火事の直前に小会議室から破裂音がしたのを隣の事務室にいた複数の職員が聞いてい
て、小会議室に置かれていた災害用電源から黒煙が上がっていた

【人的被害】開館前で利用者がおらず、職員も避難して無事

【物的被害】鉄筋3階建ての建物のうち主に2階部分を焼いた。

２．背景（最近の国内外の事故事例２／２）
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２０２５年６月１９日 蓄電池産業戦略推進会議「これまでの会議を踏まえた整理」より抜粋
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/joho/conference/battery_strategy2/0005/shiryo03.pdf

NITEは、LIB以外も含めた健全かつ多様な定置用蓄電システムの導入を促進するために、
２０２６年を目処に蓄電池システムの安全性や信頼性の向上に向けたガイドライン作成を求められている。

２．背景（蓄電池産業戦略推進会議（経済産業省））
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NITEの独自調査（試買品テスト）では、水没させただけで発煙するなど、洪水等の災害発生時に事故

に至る恐れのある蓄電池システムが市場に流通していることが確認されている。

水没試験（発煙発生を確認）

２．背景（不安全な蓄電池システムの市場での普及）
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公共調達・重要インフラ向け蓄電池システムの

安全ガイドライン検討ワーキンググループ

（略称：ガイドライン検討WG）

座長 東北大学 今村 文彦 教授

委員：

学識経験者 電力、ガス、交通

通信などのインフラ事業者

官公庁、地方自治体など

オブザーバ：

経済産業省 他

審議内容

ガイドライン全体の構成、本文の内容を審議する。

■具体的には、非常時･災害時での活用を前提として、設置時に

行うこと、通常時に行うべき保守管理、非常時･災害時に起き

る事象に対応した必要要件を記載する。

■ガイドライン策定後の改訂頻度はできる限り少なくする想定。

■蓄電池システムユーザが参考とすべき考え方の解説を記載予定。

（例）ハザードマップを考慮した仕様書作成

蓄電池システム産業の将来に関する検討委員会

公共調達・重要インフラ向け蓄電池システムの

安全ガイドラインに関する試験手法開発ワーキンググループ

（略称：試験手法開発WG）

委員：

学識経験者 試験所、認証機関

蓄電池メーカー

オブザーバ：

経済産業省 他

審議内容

別紙（技術資料、今後公表予定）の内容を審議する。

■具体的には、本文で記載される要件のうち、試験での確認を要

するものについて、試験方法・判断基準等を記載する。既存規

格で定められている試験手法の採否を検討するとともに、既存

規格が無い場合は新しい試験手法を策定する。

■NLAB独自の試験手法の開発進捗、データ・情報収集の進展な

どによって、別紙を頻繁に改訂していくことを想定。

３．検討体制
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用語について

「ガイドライン」（本文）：主に安全要件を規定

「別紙」試験手法及び判定基準に関する技術資料：安全要件の具体的な試験手法、
判定基準を記載（今後公表予定）

「別記」仕様書作成例（使い方ガイド）：ガイドライン本体の使い方を記載
（今後公表予定）

「ガイドライン解説」ガイドライン本体を逐条的に根拠、考え方を記載
（今後公表予定）

「Class」各要件に対する段階を設定。数値が上がるほど厳しい要件となる。

「Grade」継続使用可能性に対する段階を設定。各要件のClassごとに定められる
ようClassとは区別。Class同様に基本的に数値が上がるほど厳しくなる。

４．構成意図
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防災ISO規格（ISO 37179 : 2024）とは
Smart community infrastructures – Disaster risk reduction – Basic framework for 
implementation
スマートコミュニティインフラー防災ー実施のための基本枠組み

◼ 防災を考慮したインフラの計画・建設・活

用・維持・改善のための原則と基本要件を

まとめた国際規格。仙台防災枠組で重要性

が提唱されている事前防災への投資を行う

ことで、災害リスク（DRR: Disaster risk 

reduction）を軽減させるとともに、災害

後に速やかに回復することを目指している。

◼ 経済産業省の事業「戦略的国際標準化加速

事業：産業基盤分野に係る国際標準開発活

動」を株式会社三菱総合研究所（MRI）及

び東北大学が受託して規格開発した。

本ガイドラインは、当該防災ＩＳＯ規格を念頭に防災に資するガイドラインとして作成している。

４．構成意図
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重要インフラ分野 対象となる重要インフラ事業者
等

情報通信 電気通信事業者等

金融 銀行等

航空 航空運送事業者等

空港 空港等

鉄道 鉄道事業者等

電力 送配電事業者等

ガス ガス事業者等

政府・行政サービ
ス

政府、地方公共団体等

避難所運営者等

街頭・信号・ＥＶ給電設備管理
者等

廃棄物処理事業者等

医療 医療機関等

水道 水道事業者等

物流 物流事業者等

化学 石油化学事業者等

クレジット クレジット会社等

石油 石油精製事業者等

港湾 港湾管理者等

対象となる分野・事業者等

内閣府サイバーセキュリティ戦略本部が定めた「重要
インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画」の
「別紙１ 対象となる重要インフラ事業者等と重要シス
テム例」を参照に本ガイドラインの対象となる分野や事
業者等の範囲を定めている。
参考）重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画
https://www.nisc.go.jp/pdf/policy/infra/cip_policy_2025.pdf

また、防災ISO規格ではエネルギー、水、交通、廃棄物、
情報通信技術をコミュニティインフラとして位置づけて
おり、その記載も参照。

以上を「公共調達・重要インフラ向け蓄電池システム
の安全ガイドライン検討ワーキンググループ」で検討し、
右の表のとおり整理。

５．対象

https://www.nisc.go.jp/pdf/policy/infra/cip_policy_2025.pdf
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○行政機能維持・復旧（政府、自治体の政府・行政サービス（廃棄物等）機能
維持）

○災害・治安機能維持・復旧（自衛隊、海上保安庁、警察、消防の政府・行政サービス
機能維持）

○生命維持機能・復旧（指定医療機関、指定避難所の運営など医療機能維持）

○交通機関機能維持・復旧（航空、空港、鉄道、港湾機能維持）

○ライフライン機能維持・復旧（情報通信、金融、電力、ガス、水道、物流、化学、ク
レジット、石油機能維持）

○公的設備機能維持・復旧（街灯、信号、EV給電施設等の物流機能維持）

５．対象

対象となるインフラの機能
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◼ 官公庁・地方公共団体・重要インフラ関連事業者等が、蓄電池システムを
公共調達 又は 導入するにあたり、ガイドラインを参照して、機能・要件・
試験条件等を定める。
具体的には、調達仕様書や官公庁等の補助金交付要綱、等への活用。

蓄電池システムユ－ザによる活用

◼ 蓄電池システムのユーザから求められる要件について、別紙（技術資料：今
後公表予定）を参考に、試験の実施、試験結果の提出、要件を満たしている
ことへの説明、等への活用。

蓄電池システム提供事業者による活用

６．活用先

本ガイドラインの活用先は以下を想定。
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